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平成２５年度における入札・契約制度の改正について 

 

 

 本市では、入札・契約制度の公平性・透明性・競争性をより一層確保するとともに、適正な履行確

保と事務の効率化を目指して、入札・契約制度の改正を行って参りました。平成２５年度においても、

以下のとおり入札・契約制度について改正を行います。 

 

 

Ⅰ 予定価格について 

 

１ 実施時期 

  平成２５年４月１日以降に入札案内及び公告する案件より適用する。 

２ 内容 

予定価格の設定については、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」

の主旨に基づき、設計金額と同一とします。 

 

Ⅱ 最低制限価格の算定について 

 

 最低制限価格は、予定価格の各費目に率を乗じた額の合計で算定しますが、その合計額が予定価格

の７０％を下回った場合は予定価格に７０％を乗じた額、９０％を超えた場合は予定価格に９０％を

乗じた額とします。 

また、予定価格の各費目に率を乗じた額又は上記により計算した額に１，０００円未満の端数が生

じた場合は、これを切り捨てます。 

 

※ 率は昨年度と同じとします。 

 ※ 建設工事における最低制限価格並びに低入札価格調査制度における調査基準価格及び調査最

低制限価格の算定方法については、契約課ホームページ及び兵庫県電子入札共同運営システムの

姫路市のページ（お知らせ）にある「最低制限価格等の算定方法について（建設工事）」をご覧

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 前金払について 

前金払をすることができる案件における、前払金の上限額を見直します。 

１ 実施時期 

  平成２５年４月１日以降に入札案内及び公告する案件より適用する。 

２ 内容 

【現行】 

 前払金額 

通常 低入札価格調査により決定した場合 

市内業者 
契約金額の１０分の４以内で 

８，０００万円以内 

契約金額の１０分の２以内で 

８，０００万円以内 

その他業者 
契約金額の１０分の４以内で 

６，０００万円以内 

契約金額の１０分の２以内で 

６，０００万円以内 

 

【変更後】 

 前払金額 

全ての案件 

全業者 契約金額の１０分の４以内 

 

Ⅳ 現場代理人の兼務について 

 

１ 実施時期 

  平成２５年４月１日以降に入札案内及び公告する案件より適用する。 

２ 内容 

現場代理人は、工事現場に常駐が義務付けられているが、一定の要件を満たすと発注者が認め

た場合、兼務することができます。 

 ※ 以下条件をすべて満たす工事について、合計３件まで現場代理人の兼務を認めます。 

 

（１）姫路市契約課の発注する工事であること。 

 （２）当初請負金額が２，５００万円未満であること。 

（３）兼務させる現場代理人が、他の工事で専任を要する主任技術者又は監理技術者でないこと。 

 （４）請負者の所在地及び施工場所が姫路市内であること。 

 （５）兼務するいずれかの工事現場に常駐すること。 

 （６）工事現場における運営、取り締まり及び権限の行使に支障がないこと。 

 （７）携帯電話や連絡責任者の配置等にて、発注者と常に連絡が取れる体制を確保できること。 

 

 ※ 工事現場の運営または安全管理等に支障が生じたこと等により、現場代理人の兼務を継続する

ことが不適当と認められる場合は、兼務の取り消しを行いますので、新たに現場代理人を配置し

てください。 

 ※ 詳細は契約課ホームページ及び兵庫県電子入札共同運営システムの姫路市のページ（お知ら

せ）にある「現場代理人の兼務について」をご覧ください。 



 

Ⅴ 暴力団排除について 

 

姫路市暴力団排除条例の施行に伴い、契約からの暴力団等の不当な影響の排除を推進するため、要

綱を制定し、契約約款の見直しを行います。 

※ 詳細は契約課ホームページ「市契約からの暴力団排除について」をご覧ください。 

 

Ⅵ その他 

 

 分割及び近接工事の発注における取扱いについて、次のとおりとします。 

【現行】 

現場の連続性及び一体性、予算措置、発注時期等からみて一つの工事と見なせる工事を複数の工事

に分割して発注する場合、又は発注案件に施工場所が近接する工事を受注している業者については、

重複して参加できないよう制限する。 

【変更後】 

現場の連続性及び一体性、予算措置、発注時期等からみて一つの工事と見なせる工事を複数の工事

に分割して発注する場合、各工事に重複して参加できないよう制限する。 

 


